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連 結 注 記 表 
 

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等） 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 

連結子会社の数  ８社 

主要な連結子会社の名称 

東京日産自動車販売㈱、日産プリンス東京販売㈱、日産プリンス西東京販売㈱、エヌテ

ィオートサービス㈱、㈱車検館、東京日産コンピュータシステム㈱ 他 

なお、Richmond Nissan Ltd.及びその持株会社であるTNC Automotive Inc.は、当連結会

計年度において事業の全部を譲渡したことに伴い、連結の範囲から除外しております。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社の名称 

葵交通㈱ 他２社 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響

を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及び主要な会社等の名称 

該当ありません。 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の名称等 

主要な会社等の名称 

① 非連結子会社 

葵交通㈱ 他２社 

② 関連会社 

恵豊自動車交通㈱ 

持分法を適用しない理由 

持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため、持分法の適用から除外しております。 

 

- 1 -



３．会計方針に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの････期末日前１ヶ月の市場価格の平均に基づく時価法 

        （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法に 

         より算定） 

時価のないもの････総平均法による原価法 

② たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

商品（新車・中古車・コンピュータ）、仕掛品（システム導入関連） 

････個別法 

商品（修理部品・部品)、仕掛品（修理部品・部品・整備関連）、貯蔵品 

････ 終仕入原価法 

③ デリバティブ････時価法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

主として定率法を採用しております。ただし、当社及び国内連結子会社における建物のう

ち賃貸併用ビル及び平成10年４月１日以降に取得した建物（その付属設備を除く。）につい

ては定額法を採用しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

主として定額法を採用しております。なお、当社及び国内連結子会社における自社利用の

ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（３～５年）に基づく定額法を採用し

ております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

④ 長期前払費用 

主として均等償却を採用しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

② 賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額を計上しております。 
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(4) その他連結計算書類作成のための重要な事項 

① 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、TNC Automotive Inc.及びRichmond Nissan Ltd.の決算日は12月31日で

あり、その他の連結子会社の決算日は連結決算日と同じ３月31日であります。 

連結計算書類の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しており、連結決算日

との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

② 退職給付に係る会計処理の方法 

・退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる

方法については、給付算定式基準によっております。 

・数理計算上の差異の費用処理方法 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（13年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。 

・未認識数理計算上の差異の会計処理方法 

未認識数理計算上の差異は、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計

額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。 

・小規模企業等における簡便法の採用 

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末

自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

③ 重要な収益及び費用の計上基準 

ソフトウェアの受託開発契約に係る売上高及び売上原価の計上基準 

一部の連結子会社については、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が

認められる受託開発契約については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を

適用し、その他の受託開発契約については工事完成基準を適用しております。 

④ のれんの償却方法及び償却期間 

20年間以内で均等償却を行うこととしております。 

⑤ 消費税等の会計処理 

税抜き方式を採用しております。 

⑥ 連結納税制度の適用 

当社及び一部の国内連結子会社は、連結納税制度を適用しております。 
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（会計方針の変更） 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計

基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以

下「連結会計基準」という。）、及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成

25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当連結会計年度から適用し、支配が継

続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するととも

に、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、

当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原

価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結財務諸表に反映させる方法に変更

いたします。加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の

変更を行っております。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－

５項(4)及び事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計

年度の期首時点から将来にわたって適用しております。 

なお、当連結会計年度において、連結計算書類及び１株当たり情報に与える影響は軽微でありま

す。 

 

 

（表示方法の変更） 

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めておりました「未収入金」は、金額的

重要性が増加したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。 

 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含めておりました「設備賃借費用」は、

金額的重要性が増加したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。 

 

 

（追加情報） 

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引） 

当社は、当社従業員及びグループ会社従業員（以下、「従業員」という。）に信託を通じて自社の

株式を交付する取引を行っております。 

１．取引の概要 

当社は、平成26年２月６日開催の取締役会決議に基づき、当社の株価や業績と従業員の処遇の連

動性をより高め、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に当社の株式を

給付するインセンティブ・プラン「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」制度（以下、「本制度」という。）

を導入しております。 

本制度では、一定の要件を満たした従業員を株式給付の受益者として、当社が当社株式の取得資

金を拠出することにより信託を設定し、当該信託は、当社が予め定めた株式給付規程に基づき従業

員に対し将来給付する当社の株式を、株式市場から予め定める取得期間中に取得いたします。当社

は株式給付規程に従い、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、従業員が受給権

を取得した時に、当該付与ポイントに相当する当社株式を信託が給付いたします。 

 

２．信託に残存する自社の株式 

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産

の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の当連結会計年度における帳簿価額は117

百万円、株式数は334千株であります。 
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（連結貸借対照表に関する注記） 

１．担保に供している資産及び担保に係る債務  

(1) 担保に供している資産 建物 1,085百万円

 土地 7,675百万円

    合計 8,760百万円

  

(2) 担保に係る債務 長期借入金(1年内返済分含む) 580百万円

    合計 580百万円

  

２．有形固定資産の減価償却累計額  16,843百万円

 

 

（連結株主資本等変動計算書に関する注記） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
当連結会計年度 

期首株式数(株) 
増加株式数(株) 減少株式数(株) 

当連結会計年度末 

株式数(株) 

発行済株式  

 普通株式 66,635,063 － － 66,635,063

  合計 66,635,063 － － 66,635,063

自己株式  

 普通株式 281,657 176,721 69,000 389,378

  合計 281,657 176,721 69,000 389,378

(注)１．普通株式の自己株式数には、「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」制度において設定した信託が保有する当社

株式（当連結会計年度期首226,400株、当連結会計年度末334,000株）が含まれております。  

２．普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取請求による取得121株及び「株式給付信託（ＥＳＯ

Ｐ）」制度導入において設定した信託による取得176,600株であります。 

３．普通株式の自己株式数の減少は、「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」制度において設定した信託が保有する

当社株式の給付によるものであります。 

 

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり

配 当 額 
基準日 効力発生日

平成27年６月19日 

定時株主総会 
普通株式 266百万円 利益剰余金 4.0円 

平成27年 

３月31日 

平成27年 

６月22日 

(注) 平成27年６月19日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」制度におい

て設定した信託が保有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議予定 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり

配 当 額 
基準日 効力発生日

平成28年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 466百万円 利益剰余金 7.0円 

平成28年 

３月31日 

平成28年 

６月24日 

(注) 平成28年６月23日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」制度におい

て設定した信託が保有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。 
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（金融商品に関する注記） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社グループの資金調達については、銀行を中心とした金融機関からの借入により行う方針で

あります。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券

は主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。 

営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金であり、

返済日は決算日後、 長で約１年半後であります。また、ファイナンス・リース取引に係るリー

ス債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

営業債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っており、また、

取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。 

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

投資有価証券については、定期的に時価及び発行体（取引先企業）の財務状況等の把握を行

っております。 

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

当社は、各部署及び連結子会社からの報告に基づき、適時に資金繰計画を作成・更新すると

ともに、手許流動性の維持を図り、流動性リスクを管理しております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ

れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な

る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成28年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれてお

りません（(注)２を参照してください。）。 

（単位：百万円） 

 連結貸借対照表計上額 時価 差額  

(1) 現金及び預金 5,330 5,330 － 

(2) 受取手形及び売掛金 6,476 6,476 △0 

(3) 投資有価証券    

   その他有価証券 2,866 2,866 － 

資産計 14,673 14,673 △0 

(1) 買掛金 14,542 14,542 － 

(2) 1年内返済予定の長期借入金 336 336 － 

(3) リース債務（※） 7,346 7,346 － 

(4) 長期借入金 244 243 △0 

負債計 22,469 22,469 △0 

※ 流動負債のリース債務と固定負債のリース債務を合算して表示しております。 
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(注) １．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資 産 

(1) 現金及び預金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられることから、当

該帳簿価額によっております。 

(2) 受取手形及び売掛金 

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リ

スクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

(3) 投資有価証券 

これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。 

負 債 

(1) 買掛金、並びに(2) 1年内返済予定の長期借入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられることから、当

該帳簿価額によっております。 

(3) リース債務 

リース債務の時価については、元利金の合計額を同様の新規リース取引を行った場合に想定

される利率により割引計算を行った結果、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。 

(4) 長期借入金 

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するものについては、

時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。また、変動

金利によるもののうち、長期間に渡るもの、及び固定金利によるものは、元利金の合計額を同

様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

 

(注) ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

（単位：百万円） 

区分 連結貸借対照表計上額 

非上場株式 430 

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 投資有

価証券」には含めておりません。 
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（賃貸等不動産に関する注記） 

１．賃貸等不動産の状況に関する事項 

当社では、主に東京都において賃貸用のビル（土地を含む。）を所有しております。 

 

２．賃貸等不動産の時価等に関する事項 

（単位：百万円） 

連結貸借対照表計上額 連結決算日における時価 

2,023 1,922 

(注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。 

２．当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定評価士による不動産鑑定評価書

に基づく金額、その他の物件については「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指

標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。 

 

 

（１株当たり情報に関する注記） 

１．１株当たり純資産額 478円20銭 

  

２．１株当たり当期純利益金額 51円14銭 

(注) 株主資本において自己株式に計上されている「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」に残存する自社の株式は、１株

当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１

株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。 

なお、１株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の当連結会計年度における期中平均株

式数は243千株であり、１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の当連結会計年度末の株式数

は334千株であります。 

 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

「デイズ」「デイズルークス」（ＯＥＭ車）について、製造元である三菱自動車工業から、国土

交通省の認可取得時に提出した燃費試験データに虚偽があったとの連絡を受け、本年４月20日より

販売を停止しております。 

対象車種の販売停止が継続し、次年度中に再開されなかった場合の当社グループの業績に与える

影響は、売上高100億円の減少、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ８億円

の減少を見込んでおります。 

 

 

（その他の注記） 

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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個 別 注 記 表 
 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

① 子会社株式及び関連会社株式･･･････････総平均法による原価法 

② その他有価証券 時価のあるもの･･･････期末日前１ヶ月の市場価格の平均に基づく時価法 

                    （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は総平均法により算定） 

          時価のないもの･･･････総平均法による原価法 

(2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法･･･時価法 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

主として定率法を採用しております。ただし、建物のうち賃貸併用ビル及び平成10年４月１日

以降に取得した建物（その付属設備を除く。）については定額法を採用しております。 

(2) 無形固定資産 

主として定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

(4) 長期前払費用 

主として均等償却を採用しております。 

 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額を計上しております。 

(3) 関係会社投資等損失引当金 

関係会社への投資、債権額及び債権額を超える債務超過額に係る損失に備えるため、関係会社

の財政状態を勘案して計上しております。 

 

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜き方式を採用しております。 

(2) 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 
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（会計方針の変更） 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基

準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以

下「事業分離等会計基準」という。）等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度

の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合

については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業

年度の財務諸表に反映させる方法に変更いたします。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)及び事業分離等会計基準

第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適

用しております。 

なお、当事業年度において、計算書類及び１株当たり情報に与える影響はありません。 

 

 

（表示方法の変更） 

（損益計算書） 

前事業年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含めておりました「設備賃借費用」は、金額

的重要性が増加したため、当事業年度より独立掲記することとしております。 

 

 

（追加情報） 

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引） 

当社は、当社従業員及びグループ会社従業員（以下、「従業員」という。）に信託を通じて自社の

株式を交付する取引を行っております。 

１．取引の概要 

当社は、平成26年２月６日開催の取締役会決議に基づき、当社の株価や業績と従業員の処遇の連

動性をより高め、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に当社の株式を

給付するインセンティブ・プラン「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」制度（以下、「本制度」という。）

を導入しております。 

本制度では、一定の要件を満たした従業員を株式給付の受益者として、当社が当社株式の取得資

金を拠出することにより信託を設定し、当該信託は、当社が予め定めた株式給付規程に基づき従業

員に対し将来給付する当社の株式を、株式市場から予め定める取得期間中に取得いたします。当社

は株式給付規程に従い、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、従業員が受給権

を取得した時に、当該付与ポイントに相当する当社株式を信託が給付いたします。 

 

２．信託に残存する自社の株式 

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産

の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の当事業年度における帳簿価額は117百万

円、株式数は334千株であります。 
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（貸借対照表に関する注記） 

１．担保に供している資産及び担保に係る債務  

(1) 担保に供している資産 建物 1,085百万円

 土地 7,675百万円

    合計 8,760百万円

  

(2) 担保に係る債務 長期借入金(1年内返済分含む) 580百万円

    合計 580百万円

  

２．有形固定資産の減価償却累計額  10,987百万円

  

３．関係会社に対する金銭債権又は金銭債務（区分表示したものを除く） 

 短期金銭債権  594百万円

 長期金銭債権  321百万円

 短期金銭債務  17,903百万円

 長期金銭債務  5,821百万円

 

 

（損益計算書に関する注記） 

関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引 

営業取引による取引高 

売上高 6,574百万円

仕入高 3,854百万円

営業取引以外の取引による取引高 350百万円

 

 

（株主資本等変動計算書に関する注記） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度期首 

株式数(株) 
増加株式数(株) 減少株式数(株) 

当事業年度末 

株式数(株) 

普通株式 281,657 176,721 69,000 389,378

合計 281,657 176,721 69,000 389,378

(注)１．普通株式の自己株式数には、「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」制度において設定した信託が保有する当社

株式（当事業年度期首226,400株、当事業年度末334,000株）が含まれております。  

２．普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取請求による取得121株及び「株式給付信託（ＥＳＯ

Ｐ）」制度導入において設定した信託による取得176,600株であります。 

３．普通株式の自己株式数の減少は、「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」制度において設定した信託が保有する

当社株式の給付によるものであります。 
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（税効果会計に関する注記） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

(1) 繰延税金資産 

① 流動資産 

未払事業税 6百万円

資産除去債務 48百万円

その他 182百万円

小計 237百万円

評価性引当額 △99百万円

合計 137百万円

② 固定資産 

税務上の繰越欠損金 285百万円

貸倒引当金繰入超過額 91百万円

関係会社投資等損失引当金 127百万円

関係会社株式評価損 1,852百万円

有価証券等評価損 20百万円

資産除去債務 84百万円

その他 20百万円

小計 2,484百万円

評価性引当額 △2,473百万円

繰延税金負債（固定）との相殺 △10百万円

合計 －

繰延税金資産合計 137百万円

(2) 繰延税金負債 

固定負債 

圧縮記帳積立金 △93百万円

その他有価証券評価差額金 △508百万円

その他 △40百万円

繰延税金資産（固定）との相殺 10百万円

繰延税金負債合計 △631百万円

 

繰延税金負債の純額 △493百万円
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（関連当事者との取引に関する注記） 

１．親会社及び法人主要株主等 

（単位：百万円） 

種類 会社等の名称 
議決権等の 

所 有 割 合 

関連当事者

と の 関 係
取引の内容 取引金額 科目 期末残高

主要株主 

（法人） 

日産ネットワ

ークホールデ

ィングス㈱ 

被所有 

直接34.0％ 

不動産の 

賃 借 等 

リース資産の取得 (注)２ 76 － －

リース債務の返済 411 リース債務 6,232

支払利息 129 － －

維持管理費等 293 － －

支払賃借料 (注)３ 2,572 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２．リース資産の取得については、売買取引に係る方法に準じたファイナンス・リース取引によるリース

資産の当事業年度における取得価額を記載しております。 

３．支払賃借料については、日産ネットワークホールディングス㈱の提示する、他の日産系販売会社と同

等の取引条件によっております。 

 

２．子会社及び関連会社等 

（単位：百万円） 

種類 会社等の名称 
議決権等の 

所 有 割 合 

関連当事者

と の 関 係
取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 
東京日産 

自動車販売㈱ 
100.0％ 

不動産の 

賃 貸 等 

受取賃借料等 (注)２ 1,552 － －

受取配当金 (注)４ 550 － －

余剰資金の預り (注)３ △95 預り金 5,920

利息の支払 (注)３ 1 － －

子会社 
日産プリンス 

東京販売㈱ 
100.0％ 

不動産の 

賃 貸 等 

受取賃借料等 (注)２ 1,784 － －

受取配当金 (注)４ 470 － －

余剰資金の預り (注)３ △598 預り金 5,734

利息の支払 (注)３ 1 － －

子会社 
日産プリンス 

西東京販売㈱ 
100.0％ 

不動産の 

賃 貸 等 

受取賃借料等 (注)２ 966 － －

受取配当金 (注)４ 360 － －

余剰資金の預り (注)３ △917 預り金 4,002

利息の支払 (注)３ 0 － －

子会社 
エヌティオー

トサービス㈱ 
100.0％ 

不動産の 

賃 貸 等 

受取賃借料等 (注)２ 502 － －

余剰資金の預り (注)３ △102 預り金 687

利息の支払 (注)３ 0 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２．受取賃借料については、近隣の地代、取引実勢に基づいて一般の取引条件と同様に決定しております。 

３．余剰資金の預りについては、グループ内の資金の効率化を図るためのキャッシュ・マネジメント･シス

テムに係るものであり、利率は調達金利を勘案して合理的に決定しております。なお、取引金額は純

増減額を記載しております。 

４．受取配当金については、子会社の財政状態等を勘案し決定しております。 

- 13 -



（１株当たり情報に関する注記） 

１．１株当たり純資産額 339円44銭 

  

２．１株当たり当期純利益金額 32円83銭 

(注) 株主資本において自己株式に計上されている「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」に残存する自社の株式は、

１株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、

また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。 

なお、１株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の当事業年度における期中平均株式

数は243千株であり、１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の当事業年度末の株式数は334

千株であります。 

 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

 

（その他の注記） 

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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